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取扱注意



令和6年度造林事業標準単価の適用基準

Ⅰ　施行形態区分による標準単価の適用

Ⅱ　施業区分による標準単価の適用

備 考

・育成しようとする広葉樹は、地域森林計画書の「天然更新の
対象種に関する指針」に記載された樹種を基本とするが、補
助対象樹種については、施業前に小豆総合事務所および各
林業事務所に確認すること。

・森林の有する公益的機能の維持及び早期回復を図るため、
天然更新が十分に行われないと見込まれる区域については補
完的に広葉樹の植栽を行うこと。なお、整理伐の実施後、翌年
度から起算して２年以内に更新が図られていない場合には、
広葉樹の苗木の植栽を行うこと。

・ナラ枯れの被害を受けることが確認されている樹種は「香川
県ナラ枯れ防除対策方針（令和２年１２月１日から適用）」に示
された樹種として、同方針のナラ枯れ被害を広げないための
被害材についての配慮事項（参考２）に基づき実施すること。

・施行地がナラ枯れ被害地域に該当する、また、著しく高齢級
の大径木化した広葉樹林等天然更新が困難な場合、標準単
価が適用できないこと等があるため、施業前に小豆総合事務
所および各林業事務所に被害地域を確認すること。

区 分

自 力

適 用

森林所有者が森林組合等へ施業の委託を行わず、自己の労務等で実施する場合

森林組合等が森林所有者から施業の委託を受けて実施する場合

市町等が森林組合等と請負（委託）契約により実施する場合

受 託

請 負

天然林整理伐

天然林整理伐は、育成しようとする広葉樹の質的・構造的な改善を目的として、Ⅶ齢級以上の
森林において不用木（侵入竹を含む。）の除去、不良木の淘汰、支障木やあばれ木等の伐倒
（天然林整理伐Ⅰ）および搬出集積（天然林整理伐Ⅱ）を行う場合に適用する。

ただし、施業委託による場合は、上記「受託」区分を適用

また、更新伐を実施した施行地については、天然更新作業又は広葉樹の植栽を行い、適切な
更新の見込みがある場合に適用する（参考：香川県天然更新完了基準）。

区 分 適 用



備 考

天然林
整理伐

Ⅰ
選木・伐倒・枝払・玉切・片付
を行う。

平均胸高直径２２cm以上 伐倒率　70％以下

・育成しようとする広葉樹について、定性伐採を行うこと。

・確実に天然更新を図るため、伐採の始期は11月からとし、翌
年3月までの間に完了し、根株の伐採高は地際から20㎝以下
（ただし、ナラ枯れ被害木の場合は10㎝以下）に処理しておく
こと。

・不用木（侵入竹を含む）の除去及び不良木の淘汰、支障木
や暴れ木等の伐倒を行なうための、刈払機による小径の侵入
木等の刈払いを含む。

Ⅱ-１

Ⅱ-２

Ⅱ-３

Ⅱ-４

Ⅱ-５

Ⅱ-６

Ⅱ-７

Ⅱ-８

適 用

ナラ枯れ伐倒残置

ナラ枯れ被害木の伐倒、枝払、玉切、集積を行う。 ナラ枯れ伐倒残置においては、「香川県ナラ枯れ防除対策方
針（令和２年１２月１日から適用）」のナラ枯れ被害を広げない
ための被害材についての配慮事項（参考２）に基づき実施する
こと。

被害木の伐倒は、必ず地際付近で行うものとする。地形上、やむを得ず株が地上に残る場合
は、その辺材部にチェンソー等で幅10cmごとに刻みを入れて残置する。

伐倒した被害木のうち被害部分を現地に残置する場合には、幹を1m程度の長さに玉切り、枝
払いを行うこととし、ウバメガシ以外の場合は、材の乾燥を促進するため、穿孔被害のある幹の
辺材部にチェンソー等で幅10cmごとに刻みを入れたうえで現地に地伏せする。

ナラ枯れ伐倒残置は天然林整理伐Ⅰと併用する。（単独での申請は採択されない）

・搬出は車輌系機械による集材を行う場合とする。

・搬出集積した材の補助対象となる用途は、原則として建築用
材、家具用材、薪炭材及びシイタケ原木とし、施業前に小豆総
合事務所および各林業事務所に確認すること。

搬出材積が1ha当たり20㎥以上～30㎥未満の場合。

搬出材積が1ha当たり30㎥以上～40㎥未満の場合。

搬出材積が1ha当たり40㎥以上～50㎥未満の場合。

搬出材積が1ha当たり50㎥以上～60㎥未満の場合。

搬出材積が1ha当たり60㎥以上～70㎥未満の場合。

搬出材積が1ha当たり70㎥以上～80㎥未満の場合。

搬出材積が1ha当たり80㎥以上～90㎥以下の場合。

天然林
整理伐

搬出集積を行い、
Ⅰと併用する。（単独での申
請は採択されない）

搬出材積が1ha当たり10㎥以上～20㎥未満の場合。

区 分



Ⅲ　社会保険料等について

　　　社会保険料等は、現場従業員及び現場労働者に係る労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料のうち法定の事業主負担分（労災保険の特別加入制度

　　に係る保険料を含む。）並びに退職金共済制度（林業退職金共済制度（林退共）、建設業退職金共済制度（建退共）、中小企業退職金共済制度（中退共））の掛金とする。　

　　　施行地ごとに、事業に従事した各現場労働者について社会保険等（労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金及び退職共済制度）の加入状況に応じ、表１に示す点数を

　　合計し、当該現場労働者数で除して算出される平均点数に応じて、表２に示す加算率を適用する。

（表１）

加入している場合の点数

６点

１点

５点

１０点

中小企業退職金共済制度以外 ２点

中小企業退職金共済制度 ３点

（表２）

平均点数 加算率

　１点以上　　７点未満 3%

　７点以上　１３点未満 10%

１３点以上　２３点未満 13%

　　　　　　２３点以上 18%

　退職金共済制度

　雇用保険

　健康保険

　厚生年金保険

　労災保険

社会保険等



令和6年度造林事業標準単価一覧 １ha当たり

雇用

形態 3% 10% 13% 18% 3% 10% 13% 18%

有 380,000 402,000 411,000 426,000 418,000 442,000 452,000 469,000

無 307,000 316,000 337,000 347,000 362,000 348,000 371,000 381,000 398,000

有 103,000 109,000 112,000 116,000 114,000 120,000 123,000 127,000

無 83,000 86,000 92,000 94,000 98,000 94,000 101,000 104,000 108,000

有 173,000 183,000 187,000 194,000 190,000 201,000 206,000 213,000

無 139,000 143,000 153,000 157,000 164,000 158,000 169,000 173,000 181,000

有 242,000 256,000 262,000 272,000 267,000 282,000 288,000 299,000

無 195,000 201,000 215,000 221,000 231,000 221,000 236,000 243,000 254,000

有 312,000 330,000 337,000 350,000 343,000 363,000 371,000 385,000

無 251,000 259,000 277,000 284,000 297,000 285,000 304,000 313,000 326,000

有 381,000 403,000 412,000 428,000 420,000 443,000 453,000 470,000

無 308,000 317,000 338,000 348,000 363,000 348,000 372,000 382,000 399,000

有 451,000 476,000 487,000 506,000 496,000 524,000 536,000 556,000

無 364,000 375,000 400,000 411,000 429,000 412,000 440,000 452,000 472,000

有 455,000 481,000 492,000 510,000 501,000 529,000 541,000 561,000

無 367,000 378,000 404,000 415,000 433,000 416,000 444,000 456,000 477,000

有 516,000 545,000 558,000 579,000 568,000 600,000 614,000 636,000

無 416,000 429,000 458,000 470,000 491,000 471,000 504,000 517,000 540,000

１m3当たり

雇用

形態 3% 10% 13% 18% 3% 10% 13% 18%

有 18,000 19,000 20,000 21,000 20,000 21,000 22,000 23,000

無 15,000 15,000 16,000 17,000 17,000 17,000 18,000 18,000 19,000

請 負受 託

天然林整理伐Ⅱ-１ 搬出材積　10㎥以上～20㎥未満/ha

自力区 分 適 用

平均胸高直径２２cm以上

施
業
名

天然林整理伐Ⅱ-５

天然林整理伐Ⅱ-７

天然林整理伐Ⅱ-３

天然林整理伐Ⅱ-４

天然林整理伐Ⅱ-２

自力
受 託 請 負

搬出材積　40㎥以上～50㎥未満/ha

搬出材積　80㎥以上～90㎥未満/ha

搬出材積　50㎥以上～60㎥未満/ha

搬出材積　60㎥以上～70㎥未満/ha

搬出材積　70㎥以上～80㎥未満/ha

区 分

搬出材積　20㎥以上～30㎥未満/ha

更
新
伐

施
業
名

天然林整理伐Ⅱ-８

天然林整理伐Ⅱ-６

ナラ枯れ伐倒残置

更

新

伐

天然林整理伐Ⅰ

搬出材積　30㎥以上～40㎥未満/ha


